
 

 
 

●香川県監査委員公表第14号        

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第19 9条第１項及び第４項の規定に基づき財務監査を実施した 

ので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

  令和６年８月30日 

                           香川県監査委員  木 下 典 幸 

                              同     武 田 宏 之 

                              同     十 河   直 

                              同     里 石 明 敏 

１ 監査対象部局 公営企業会計 

２ 監査対象年度 令和５年度 

３ 監査の実施内容  

香川県監査基準に関する規程（令和２年監査委員規程第１号。以下「規程」という。）及び香川

県監査等の着眼点（令和２年３月25日監査委員会議決定）により、次の監査対象機関に対し、会計

証拠書類等の照合を行うとともに、必要に応じて説明を求めることにより監査を実施した。 

         監査対象機関         監査年月日 

   県立病院課              令和６年７月29日 

   中央病院               令和６年７月22日 

   丸亀病院               令和６年７月19日 

白鳥病院               令和６年７月23日 

下水道課               令和６年７月29日 

４ 監査の結果 

  上記のとおり監査した限りにおいて、おおむね適正に処理されていたが、規程第16条第４項に規

定する是正又は改善が必要とされる事項が次のとおり認められた。 

(１) 指摘事項 

   該当事項なし 

 (２) 指導注意事項 

  ア 物品・財産について 

   (ア) 郵便切手類受払簿について、受払の都度、物品出納命令者等による確認を行っていなか 

った。（丸亀病院） 

 (３) 検討指示事項 

   該当事項なし 


